
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
一
号

厚
生
労
働
省
関
係
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域

法
施
行
規
則

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
二
号
）
第
八
十
九
条
及
び
同
法
第
三
十
四
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
確
定
拠
出
年
金
法

（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項

第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
省
関
係
東
日
本
大

震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
三
十
四
条
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
確
定
拠
出
年
金
法
附

則
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
事
業
）

第
一
条
　
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
確
定
拠
出
年
金
法
附
則
第
三
条
第
一
項

第
七
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業

は
、
請
求
者
の
生
活
の
再
建
又
は
安
定
向
上
に
資
す
る

地
域
振
興
事
業
と
す
る
。

（
脱
退
一
時
金
の
支
給
の
請
求
の
特
例
）

第
二
条
　
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
確
定
拠
出
年
金

法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
に
お
け
る
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成

十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
五
号
）
第
七
十
条
第

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中「

一
　
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
生
年
月
日
に
関

す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
生
年
月
日
を
証

す
る
書
類

二
　
請
求
者
が
第
二
号
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
請
求
者
が
第
二
号
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
の
書
類

ロ
　
請
求
者
を
使
用
す
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所

の
事
業
主
が
企
業
型
年
金
を
実
施
し
て
い
な
い

場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
、
当
該
事
業
主
が
企

業
型
年
金
を
実
施
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
請
求
者
が
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を

有
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
当
該
事
業
主

の
証
明
書

ハ
　
請
求
者
が
次
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
の
資

格
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
請
求
者
を

使
用
す
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
の

証
明
書

（1）
　
厚
生
年
金
基
金
の
加
入
員

（2）
　
石
炭
鉱
業
年
金
基
金
に
係
る
坑
内
員
又
は

坑
外
員

（3）
　
確
定
給
付
企
業
年
金
の
加
入
者

（4）
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員

（5）
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
の
組
合
員

（6）
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者

三
　
請
求
者
が
国
民
年
金
の
第
三
号
被
保
険
者
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
書
類

」

と

あ

る

の

は

、
「

一
　
請
求
者
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て

復
興
推
進
計
画
（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
復
興
推
進
計
画
を
い
う
。
）
の
区

域
内
に
住
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
請
求
者
の
住
居
又
は
家
財
が
東
日
本
大
震
災
（
東

日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
東
日
本
大
震
災
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区

域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
九
号
）

第
四
条
第
一
項
で
定
め
る
損
害
を
受
け
た
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
請
求
者
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て

企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
実
施
事
業
所
が
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被

害
を
受
け
た
た
め
同
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
十

日
ま
で
の
間
に
当
該
実
施
事
業
所
に
使
用
さ
れ
な
く

な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
請
求
者
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て

個
人
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
（
同
日
に
お
い
て

法
第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ

た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
が
雇
用
さ
れ
て
い
た
事
業
所
が
東
日
本
大
震
災

に
よ
る
被
害
を
受
け
た
た
め
同
日
か
ら
平
成
二
十
五

年
三
月
十
日
ま
で
の
間
に
当
該
事
業
所
に
使
用
さ
れ

な
く
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

五
　
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
生
年
月
日
に
関

す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
生
年
月
日
を
証

す
る
書
類

六
　
請
求
者
が
第
二
号
被
保
険
者
で
な
い
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

七
　
請
求
者
が
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
三

十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

に
お
け
る
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
脱
退
一
時
金
を

厚
生
労
働
省
関
係
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法

施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五

十
一
号
）
第
一
条
で
定
め
る
事
業
の
た
め
に
使
用
す

る
と
見
込
ま
れ
る
者
と
し
て
東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
区
域
法
第
三
十
四
条
の
認
定
を
受
け
た
特
定
地
方

公
共
団
体
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

地
方
公
共
団
体
を
い
う
。
）
の
長
が
認
め
た
者
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

」
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
一
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
水
防
法
及
び
河
川
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等

に
関
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月

十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1


